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＜今回の相談事例＞ 

◆以前から加入している保険会社の担当者に、相続のことを考えて相談した 

 ところ、「よい商品がある」と説明に来た。複数の書類も渡されたが、その 

 担当者を信頼していて自分の希望を伝えていたので、よく読まずに契約した。 

ところが後日、為替変動に伴う経過報告の書類が届き、そこで初めてこの 

保険が外貨建てであること、中途解約すると為替リスクがあることを知った。

この契約を取り消したい。               （８0代男性） 

 

【アドバイス】 

●契約する際は、その内容についてしっかり確認しましょう。                              
外貨建て生命保険は、生命保険会社だけでなく銀行などでも販売されています。ご相談者

の中には、販売担当者が銀行員であることから「定期預金をしたつもりだった」と、元本

保証と思っていた方もいます。 

●勧誘されてもその場で契約せず、渡された書類をよく読んで家

族にも相談し、慎重に検討しましょう。 

消費者の希望と異なる勧誘が行われ、外貨建て生命保険の契約であることや、為替リ

スクなどについて、消費者がよく理解しないまま契約する事例が多くあります。クー

リングオフをしても為替のリスクで損失が発生する場合もあります。      

●どうしたらよいかわからないとき、不安なときは消費生活センタ

ーに相談してください。  

        ニセ電話詐欺に要注意！ 

戸 畑【ウェルとばた７Ｆ】           ☎８６１－０９９９ 

門 司【門司区役所東棟１Ｆ】        ☎３３１－８３８３ 

小倉北【小倉北区役所西棟１Ｆ】         ☎５８２－４５００ 

小倉南【小倉南区役所３Ｆ】           ☎９５１－３６１０ 

若 松【若松区役所２Ｆ】            ☎７６１－５５１１ 

八幡東【八幡東区役所本館２Ｆ】         ☎６７１－３３７０ 

八幡西【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】   ☎６４１－９７８２ 

消費者ホットライン ☎１８８
 いやや！

（あなたの地域の消費生活センターにつながります） 

★7月 1日から、全国の小売店でレジ袋が有料化されます。家計と資源の節約のため、  

買い物時にはマイバッグを持参しましょう。 
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